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福島県流域下水道事業ウォーターPPP 導入可能性調査業務委託 

（下水調査・補助） 

公募型プロポーザル募集要領 

 

1 目的 

この要領は､｢福島県流域下水道事業ウォーターＰＰＰ導入可能性調査業務委託（下水

調査・補助）｣において､公募型プロポーザル方式(以下､｢プロポーザル｣という)により契

約候補者を募集する際の手続きについて､必要な事項を定めるものである｡ 

 

2 委託業務の概要 

(1)業務名 

福島県流域下水道事業ウォーターPPP導入可能性調査業務委託（下水調査・補助） 

(2)業務内容 

別記｢仕様書｣のとおり｡ 

(3)履行期限 

契約締結の日から令和 9 年 3 月 19 日まで 

(4)委託の上限額  

20,000 千円(消費税及び地方消費税を含む) 

 

3 参加資格等 

単体企業で次に掲げる要件を全て満たす者とする｡ 

(1)確実に業務を遂行するための体制が確保されているとともに､本募集要領に示した業務 

を確実に履行できる者であること｡ 

(2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4(一般競争入札参加者の資格)の 

規定に該当しないこと｡ 

(3)募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において､福島県における入札参加資 

格制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと｡ 

(4)評価基準日(令和 8 年 6 月 29 日(参加意思表明期限))に福島県建設工事等請負有資格業 

者名簿の土木設計に登録されている者であること｡ 

(5)建設コンサルタント登録規定による｢下水道部門｣の建設コンサルタント登録を受けて 

いる者であること｡ 

(6)過去 10 年以内(平成 28 年度以降)に国または地方公共団体が発注した次に掲げる同種 

業務を元請として受託し､完了した実績を有する者であること｡ 

    同種業務 

ア 下水道事業における PPP/PFI 導入検討業務 

イ 下水道事業経営戦略策定業務 
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（7）次に掲げる要件を満たす者（直接的かつ恒常的に雇用している者に限る。）で、業務

の全般にわたり技術的管理を行う管理技術者を配置できる者であること。 

管理技術者の要件 

ア上記（6）に示す同種業務について管理技術者として完了した実績を有すること。 

（8）管理技術者又は担当技術者のうち、少なくとも 1 名以上が、技術士資格（総合技術監 

理部門（下水道））又は、技術士資格（上下水道部門（下水道））を有すること。 

 (9)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立てをした者若

しくはなされた者(同法第 41 条第 1 項に規定する更生手続き開始の決定を受けた者を

除く｡)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立て

をした者若しくはなされた者(同法第 33 条第 1 項に規定する再生手続き開始の決定を

受けた者を除く｡)でないこと｡ 

（10）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2

号に規定する暴力団(以下､｢暴力団｣という｡)に該当しないほか､次に掲げる者でない

こと｡ 

ア 役員等(役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう｡以

下同じ｡)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)

第2条第6号に規定する暴力団員(以下｢暴力団員｣という｡)｡ 

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者｡ 

ウ 役員等が自己､自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって､暴力団又は暴力団員を利用するなどした者｡ 

エ 役員等が､暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し､又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持､運営に協力し､若しくは関与している者｡ 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者｡ 

（11）政治資金規正法(昭和 23 年法律第 194 号)の規定による政治団体又は宗教法人法(昭

和 26 年法律第 126 号)の規定による宗教団体の統制下にある者でないこと｡ 

（12）募集要領を公示した日前 3 年間において､役員等が刑法に定める容疑により逮捕ま

たは起訴された者でないこと｡ 

（13）法人格を有すること｡ 

（14）県税を滞納している者でないこと｡ 

（15）消費税または地方消費税を滞納している者でないこと｡ 

 

4 募集要領等の入手方法 

募集要領及び各種様式については､福島県土木部下水道課(以下､｢下水道課｣という｡)

のホームページからダウンロードして入手すること｡なお､窓口又は郵送等での配布は行

わない｡  

<URL> https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41055c/ 
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5 質問の受付等 

質問については､以下により受け付ける｡ 

(1)受付期限 

令和 8 年 6 月 19 日(金)午後 4 時(必着) 

(2)提出方法 

｢質問書(第 1 号様式)｣を PDF で添付し､電子メールにより事務局へ提出すること｡送付 

後は電話にて着信確認をすること｡ 

なお､電話による質問の受付は行わない｡ 

(3)回答 

質問に対する回答は､競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除

き､令和 8 年 6 月 24 日(水)から、下水道課のホームページで令和 8 年 7 月 8 日(水)まで

公表する｡ 

 

6 参加表明書の提出 

プロポーザルに参加する意思のある者は､｢参加表明書(第 2 号様式)｣を PDF で添付し､

電子メールにより提出期限までに事務局へ提出すること｡送付後は電話にて着信確認を

すること｡ 

(1)提出期限 

    令和 8 年 6 月 29 日(月)午後 4 時(必着) 

(2)その他 

    参加表明書の提出がない者の企画提案は受け付けない｡ 

 

7 企画提案書等の提出 

プロポーザルに参加する意思のある者は､｢6 参加表明書の提出｣を行ったうえで､下記

(3)の提出書類(以下､｢企画提案書等｣という｡)を提出期限までに事務局へ提出すること｡ 

(1)提出期限 

令和 8 年 7 月 8 日(水)午後 4 時(必着) 

(2)提出方法 

持参又は郵送又は電子メール等の電子媒体 

ア 持参による提出の受付時間は､月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前 9 時から午後

4 時とする｡ 

イ 郵送の場合は､郵便書留により､提出期限内到着とする｡ 

ウ 電子メール等の電子媒体による提出の場合は､提出期限までに着信したものとする｡

送付後は電話にて着信確認をすること｡なお､FAX による提出は認めない｡ 

(3)提出書類 

仕様書に基づき､円滑かつ着実に遂行できる具体的な提案を行うこと｡ 

ア 企画提案書(任意様式で日本工業規格A4版とする) 
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※企画提案書は、読みやすさを重視し、文字サイズは 10.5 ポイント以上とすると 

ともに、分量は 10 ページ以内とした上で、以下の内容を盛り込むこと。 

①業務遂行に当たっての実施方針 

②スケジュール  ※本業務の契約締結予定を7月下旬として作成すること｡ 

③PPP/PFI手法の比較検討 

④事業手法の評価 

⑤導入効果の検証 

⑥モニタリング体制･方法の検討 

イ 見積書(任意様式で日本工業規格A4版とする) 

  ※見積の総額及び内訳について作成し､代表者印を押印すること｡ 

ウ 会社概要書(第3号様式) 

※必要項目が記載してあれば､既存パンフレット等も可とする｡ 

※同種業務の主な実績については､過去10年(平成28年度以降)に国または地方公 

共団体における発注業務を実施した実績を5件まで記載すること｡ 

※記載した実績の全てについて､業務内容が分かる資料(契約書･仕様書等の写し) 

を提出すること｡ 

エ 業務実施体制書(第4号様式) 

  ※技術者の配置、業務の分担について記載する。 

  ※業務実施体制に記載した配置予定技術者すべて（担当技術者については主 

たる者1名）について、「業務実績表(様式5-1～5-2)」を作成すること。 

  ※学識経験者や協力事務所との技術協力もしくは再委託の予定がある場合は、 

相手先の名称、略歴、業務実績及び協力・委託の具合的内容を記載するこ 

と。ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。 

※業務の主たる部分とは、業務の総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び 

技術的判断等とする。 

  オ 配置技術者業務実績表(様式5-1～5-2) 

   ※配置予定技術者の保有資格、過去に従事した業務実績のうち、評価対象とな 

る資格、実績等について記載する。 

   ※担当技術者は複数の配置が可能であるが、評価対象とする技術者は主たる担 

当技術者とする。 

カ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明･確約に関する同意書(第6号様式) 

(4)提出部数 

持参又は郵送の場合､正本 1 部及び副本 9 部の計 10 部とするが､提出書類のうち､オ､ 

カ､キは正本 1 部のみとすること｡ 

また､電子メール等､電子媒体の場合は､1 つの PDF ファイルに統合して提出すること｡ 
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8 プロポーザルに係る留意事項 

(1)失格又は無効 

次のいずれかの事項に該当する場合は､失格又は無効となる場合がある｡ 

ア 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合 

イ 企画提案書等に虚偽の内容の記載がされていた場合 

ウ 企画提案書等に不備があった場合 

エ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

オ 企画提案書等の提出期限から当該業務の契約締結日までの期間内に､提案者(役員 

等)が刑法に定める容疑により逮捕又は起訴された場合 

カ 本募集要領に違反すると認められた場合 

キ 別途設置するプロポーザル審査委員会(以下､｢審査委員会｣という｡)の委員又は関係 

者に企画提案書に対する援助を直接的又は間接的に求めた場合 

ク 上記 2(4)における委託の上限額を超える提案があった場合 

ケ 提出された実施体制書では業務の確実な遂行が困難と判断した場合 

コ その他､福島県が予め指示した事項に違反した場合 

(2)複数企画提案の禁止 

プロポーザル参加者は､複数の企画提案書等を提出することはできない｡ 

(3)辞退 

企画提案書等を提出した後に辞退する際には､辞退届(任意様式)を提出すること｡ 

(4)費用負担 

プロポーザルに要する経費等は、参加者の負担とする｡ 

(5)その他 

ア 参加者は､参加表明書の提出をもって､本募集要領の記載内容を承諾したものとみな 

す｡ 

イ 提出された企画提案書等の内容変更､差し替え又は再提出は認めない｡ 

ウ 提案の実現可能性を検討するため､必要に応じて提案者に対し､任意で追加資料の提 

出を求めることがある｡ 

エ 提案にあたっては､本募集要領に定める業務内容の他､委託の上限額内で執行が可能 

であれば､追加提案等により､より効果的な手法の提案をしても構わない｡ 

オ 提出された企画提案書等は､返却しない｡ 

カ 提出された企画提案書等は､公表しない｡ 

 

9 プロポーザルの審査に関する事項 

(1)選定方式 

契約候補者（単独随意契約の予定者）の選定は、審査委員会において行うものとする。 

審査委員会は、企画提案書等の書面審査を実施し、プレゼンテーション審査（以下「プ

レゼン審査」という。）の対象者（上位 3 位以内）を選定する。 



 

- 6 - 

 

契約候補者は、プレゼン審査対象者の中から、書面審査及びプレゼン審査の結果を総合

的に勘案して合議の上、選定するものとする。 

(2)プレゼンテーション審査 

ア 日程(予定) 

令和 8 年 7 月 17 日(金)※都合により変更となる場合がある｡ 

イ 場所(予定) 

福島県庁内又は福島県庁周辺の会議室 

ウ 方法 

① 提出された企画提案書の説明を受け､審査委員から質疑を行う｡ 

② 企画提案書の説明時間は 15 分以内とし､質疑は 10 分程度で実施する｡ 

③ プレゼン審査への出席は､2 名以内とする｡ 

④ 説明に際して用いることができる資料は､提出された企画提案書のみとする｡ま

た､説明時にプロジェクターを使用することも可能とするが､追加資料の配付は

認めない｡ 

エ その他 

① プレゼン審査対象者には､参集時間及び審査会場を別途通知する｡また､プレゼ

ン審査の対象とならなかった者には別途その旨を通知する｡ 

② 事務局都合等により､ｳｪﾌﾞ形式に変更する場合がある｡変更する場合は､別途連

絡する｡ 

(3)評価項目及び配点(100 点満点) 

評価項目(配点) 評価の視点 

事業の理解度(4 点) 

 

目的及び業務内容を十分に理解した内容となっているか｡ 

スケジュール(4 点) 各業務の実施内容及びその手順が適切で実現可能な内容とな

っているか｡ 

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法

の比較検討 

(20 点) 

他自治体の下水道事業における官民連携の事例を整理した上

で実現可能なＰＰＰ／ＰＦＩ手法を絞り込み､処理区毎の事

業スキームと、流域関連市町との広域連携の可能性を比較検

討する内容となっているか｡ 

事業手法の評価 

(20 点) 

サウンディング調査結果を含む各種情報をもとに総合的な評

価を行い､実現可能な手法を処理区毎に選定する内容となっ

ているか｡ 

導入効果の検証 

(20 点) 

導入効果について､ＶＦＭを算定し､定量的･定性的に評価･検

証する内容となっているか｡ 

モニタリング体制 ･

方法の検討 

(20 点) 

官民連携の実施期間におけるモニタリング体制･方法につい

て､ストックマネジメント計画等や県職員の技術力確保も考

慮した内容となっているか｡ 

業務実績(4 点) 下水道事業のウォーターＰＰＰ導入可能性調査の履行実績が

あり､十分なノウハウを有しているか｡ 

実施体制(4 点) 業務遂行のための十分な人員体制が整えられており､管理技
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術者等は実績や知識を有しているか｡ 

見積額(4 点) 

 

業務遂行に必要な経費(内訳)が妥当であるか｡ 

   ･評価項目毎に各審査委員の平均評価点を算出し､その合計評価点の最も高かった者を 

契約候補者とする｡ 

･なお平均評価点は､少数第 2 位を四捨五入し､少数第 1 位にまるめる｡ 

   ･契約候補者となる者については､企画提案書等の提出者数に限らず､評価点の合計が 

60 点以上であることを条件とする｡ 

(4)審査結果の通知等 

   審査結果は､企画提案書等の提出者全員に書面にて通知するとともに公表する｡ 

  ･業務名 

  ･業務の概要 

  ･履行期間 

  ･公示期間 

  ･プロポーザル審査委員会審査日 

  ･契約候補者名、参加者名及び総得点 

 

10 スケジュール 

項 目 日 程 

｢質問書｣の受付期限 令和 8 年 6 月 19 日(金)午後 4 時 

｢質問書｣の回答(HP 公表) 令和 8 年 6 月 24 日(水)予定 

｢参加表明書｣の提出期限 令和 8 年 6 月 29 日(月)午後 4 時 

｢企画提案書等｣の提出期限 令和 8 年 7 月 8 日(水)午後 4 時 

プレゼン審査対象者の通知 令和 8 年 7 月 14 日(火)予定 

プレゼン審査 令和 8 年 7 月 17 日(金)予定 

審査結果の通知 令和 8 年 7 月 21 日(水)以降 

契約締結 令和 8 年 7 月下旬予定 

 

11 契約手続等 

(1)契約手続き 

本業務に関して最も優れた提案を行った者と仕様書等の協議及び福島県財務規則

に基づき契約交渉を行うものとする｡ 

なお､契約候補者と県との間で行う協議が整わない場合､又は契約候補者が契約を

辞退した場合は､審査結果において総合評価が次点であった応募者と協議を行うもの

とする｡ 

(2)提案内容の担保 

契約締結後､企画提案書等に基づく履行ができなかった場合において､再度の履行

が困難又は合理的でないときは､契約権者は契約の相手方に対し契約金額の減額､損害

賠償の請求､契約の解除､違約金の請求の対象とすることができる｡ 
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12 書類の提出先及び問い合わせ先(事務局) 

〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2 番 16 号 

福島県土木部下水道課 

電話番号:024-521-7515 FAX:024-521-7956 

E-mail:gesuidou@pref.fukushima.lg.jp 


